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韓国政府の対日政策による韓国人の対日認識への影響（閔）
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Abstract

First, because the ROK government respects diplomatic agreements between Japan and 
ROK, the relationship with Japan reflects the demands of South Koreans who are dissatisfied 
with the significance of the colonial issue. Specifically, it demanded that the truth on the 
colonial issue should be found out rather than renegotiating the colonial issue. Another point 
is the Korean government's relations with Japan in order to gain the understanding of South 
Koreans who were dissatisfied with the colonial issue. As a result, there was no major 
friction in Japan-ROK relations, and it did not stimulate South Korean perceptions of Japan. 
Second, the ROK government was more actively involved in the movement of Japanese and 
South Korean citizens than the Japanese government, which affected perceptions of Japan. 
Specifically, the ROK government took the lead in exempting Japanese from visiting ROK 
with visas, and actively demanded visa exemption for South Koreans visiting Japan. Third, 
we discovered the possibility that the relaxation of Japanese cultural regulations stimulated 
the Korean cultural industry, which in turn affected the perception of Japan by South 
Koreans. Specifically, during the period when there was a South Korean boom in Japan, the 
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favorable impression of Japan among South Koreans was higher than during other periods.
On the other hand, when the ROK government did not respect the diplomatic agreement 

with the Japanese government and did not emphasize the South Koreans' dissatisfaction with 
the colonial issue, it had a negative impact on their perception of Japan. Moreover, the policy 
toward Japan that many South Koreans felt was not from the Lee Myung-bak administration, 
and it was not possible to increase the favorable impression of Japan among South Koreans.

1．はじめに

1.1．研究課題
本稿は、韓国（大韓民国）政府の「韓国人の対日認識」に影響を与えた点および同政府が日

韓関係に影響を与えた点について分析する。「韓国人の対日認識」が日韓関係に影響を与えた
と思われる事例を以下、簡略に紹介する。

1 点目は、韓国の民主化時代（1987 年以降）以降、韓国政府の対日外交政策（以下、対日政策）
に韓国人が不満を持っていたことから、植民地問題において、韓国人が韓国の大法院で裁判す
ることが可能になった。上記裁判が韓国政府の対日政策に変化を与えることとなったといえる。
2 点目は、同様に民主化時代以降、一部の韓国人が国際連合（以下、国連）の関係機関と協力
して、日本の植民地問題に関する韓国政府の対応に不満を主張するようになった。具体的には、
日韓の両政府が結んだ外交合意があるにもかかわらず、一部の韓国人が不満を主張することに
より、日韓関係における植民地問題の解決が不十分であることを国際社会に訴え、韓国政府と
日本政府に対して刺激を与える活動を行った点である。その主張後、韓国政府は植民地問題の
中で、韓国人被害者が未解決だと主張する点を反映したうえでの解決を日本政府に対し要求す
るようになった。したがって、これらの事例が、「韓国人の対日認識」に影響を与えることとなっ
たといえる。

では、本稿において韓国政府が「韓国人の対日認識」に影響を与えた点を選択した理由は、
次のとおりである。1 点目は、韓国政府が直接に対日認識に関与した結果から、韓国の各政権
が対日関係をどのように模索したかを論じることができると考えるためである。2 点目は、「韓
国人の対日認識」に韓国政府の各政権がどのように関与したかという点を比較することで、日
韓関係を友好的なものとすべく対応した対日政策を論じることができると考えるためである。

続いて、本研究で扱う時期については、1948 年度から 2020 年度の初旬までとする。この時
期における韓国政府の歴代政権が「韓国人への対日認識」にどのように関与したのかという点
を検討し、「韓国人の対日認識」に影響を与えた政権の対日政策を確認することができると考
えるためである。2020 年度以降は、COVID-19 の影響で韓国人の訪日のビザ免除が一時的に止
まった。

では、韓国政府が韓国人の対日認識の変化への関与した点について、次の 2 つの観点から確
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認を行う。1 点目は、韓国政府が対日外交関係（以下、対日関係）に関する同国民への説明を
どのように行ったのかという観点を確認する。ここでいう韓国政府の「対日関係」は、植民地
問題に関して日本政府との異なる認識による摩擦があったとしても、両国は国交が結ばれてい
る同盟関係であるため、韓国政府は日本との関係において問題があった場合には、韓国人に対
し、韓国政府側の立場を説明する必要がある。2 点目は、韓国人の訪日制度および韓国社会の
日本文化への規制に対し、韓国政府がどのように対応したかという観点を確認する。韓国にお
ける民主化時代以降、韓国人により訪日制度が確立、日本文化の規制が緩和され、多数の韓国
人の対日認識が肯定的に変化した点が確認できると考えるためである。したがって、訪日制度
と日本文化の規制緩和という韓国政府による対日政策が、「韓国人の対日認識」に与えた具体
的な変化およびその関係性について本稿で確認を行ったうえで、それらが与えた影響について
も分析し、最終的には、上述が日韓関係に影響を与えたかについて論じる。

1.2．先行研究と課題
まず、韓国人の対日認識を扱った 2 つの研究を紹介する。まず、日韓の相互認識に関する研

究からである。崔
チェ・ウンミ

恩美（2018）1 は、1998 年から 2017 年の日韓外交会談に関する内容と、両
国の世論調査から、植民地問題をめぐる両国の摩擦が生じる要因を検討した。日韓の両国民の
相互認識が否定的に変化する要因として、両国の官僚が両国民に刺激を受ける点と、植民地問
題をめぐる両国の摩擦を「管理できるメカニズム」がないためであると論じた。呉

オ ・ ス ン ヒ

承
（2020）2 は、韓国の MZ 世代 3 では、「反日感情」を持っている者が少ないことを論じている。
その理由は、韓国の東アジア研究院で調査した日韓の相互認識調査の資料で、韓国の MZ 世代
の日本製品の不買運動をする理由が、日本人ではなく日本の政治家に向けた不満を表すための
答えであると論じた。

次に、文化開放における日韓関係の研究を紹介する。林夏生（2008）4 は、韓国政府の日本
の文化開放の意味は、日韓関係を友好にするためであると論じた。その理由は、韓国政府の文
化開放は、日韓関係の改善の意思を表す政策だと論じた。李

イ・ソンファン

盛煥（2010）5 は、植民地支配に
対する韓国人の否定的な対日認識が、韓国内の文化開放に影響があるかを韓国の世論調査から
検討した。その結果、日本の文化を韓国社会が受け入れたとしても、韓国人の植民地支配に対
する否定的な印象を改善する影響はないと論じた。その理由は、韓国人の韓国文化に対するプ
ライドが高く、韓国人は日本文化への開放が韓国文化によい刺激になる点と、日本による植民
地支配の問題とは、次元が異なることだと認識しているためであるという。韓

ハン・ヨンギュン

英均（2014）6 は、
韓国社会で日本の文化が開放されたことによって、韓国の文化コンテンツ産業に刺激を与えた
点を検討し、日本文化を受け入れたことにより、「韓国大衆文化の量的・質的向上を成し遂げた」
と論じた。金

キム・ソンミン

成玟（2017）7 は、韓国政府が日本の文化を規制した意味を分析するため、植民
地解放後（1945 年）から日本の文化開放期までの規制内容を検討した。韓国社会における日本
の文化規制緩和が、韓国社会における禁じられる権力から、自由になる意味であると論じた。

以上の先行研究から、本研究で確認を行う「韓国人の対日認識」に対する韓国政府の関与に
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関する検討が未だ十分にされていない点が明らかになった。また、韓国政府による「韓国人の
対日認識」への関与の中で、日韓関係の具体的な変化について未だ十分にされていない点が確
認できた。これら 2 点を本稿では明らかにしていく。

1.3．研究方法
まず、本研究で扱う日韓関係における時期の説明を通じて、当時の韓国政府による、韓国人

に対する対日関係における説明内容を確認するため、先行研究と日韓の報道資料（新聞、テレ
ビニュース）、両国の政府機関が残した一部の資料（日韓両政府の記録など）を取り扱う。

次に、当時の韓国政府が「韓国人の対日認識」にどのように関与したのか、またその意図も
確認するため、韓国政府の対日政策に関わった人物の自叙伝とインタビューの記録を主要な資
料として用いる。

最後に、韓国政府の対日政策の影響において、「韓国人の対日認識」がどのように変化した
のかといった点においては、世論調査機関で有名な「韓国ギャロップ」の調査内容に加え、日
本の「出入国在留管理庁」、韓国の「韓国法務部情報分析課」の出入国調査資料集などから、
両国の移動における数値と、日本の好感度が高い時期との関連についても確認を行う。これら
をもって、韓国人の対日認識に影響を与えた点を分析する。

1.4．使用する用語に関して
本稿では、扱う用語を明確に区別するため、次のとおり説明する。1 点目は、「政府」と「政

権」の区別である。「政府」は国家の全行政を担当し、国民の政治的な立場を代弁する政治機
関として使用する。使用する用語の事例としては、韓国政府、日本政府、アメリカ政府などが
ある。 「政権」とは、政府を運営するため、指名されている国家の首相と、その首相から任命
した政府管理者を表す集団である。また、政権は人の意思が入る権力機関を表す用語として使
用する。

2 点目は、本稿は、植民地問題によって被害を受けた者に対して、「被害者」という用語とし
て使用する。その理由は、日本政府が朝鮮半島の住民を植民地支配している際に、強制連行さ
れた者（朝鮮人の徴用工、徴兵）および従軍慰安婦の問題が、国際社会では戦争犯罪として認
知されているためである。

3 点目は、「民主化時代」を使用する理由である。この時代に、韓国の民間人が大統領選の参
政権を得るようになり、政治的な地位が上がったとされている（1987 年 10 月）。以後、韓国の
言論において同時代が「民主化時代」と説明されており、本稿でもこの用語を採用する。

4 点目は、韓国政府の「対日政策」と「対日関係」の区別である。韓国政府の「対日政策」は、
日本政府との交渉で決められた外交協定を結ぶ行為だけではなく、両国民が両国の行政制度（ビ
ザ管理、入国管理など）に影響力を受ける点を表す用語として扱っている。一方、韓国政府の

「対日関係」に関しては、次の通りである。①日本政府との様々な外交協定が結ばれた内容が
あり、それら内容を尊重する行為であること、②日韓の間には異なる政治イデオロギーと社会
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システムであっても、両国が友好的な関係のために、日韓での相違点を尊重する行為であるこ
とである。

5 点目は、「文化」と「文化コンテンツ」の区別である。本稿で使用する「文化」とは、ある
国家の伝統服（きもの、ゆたか、韓服など）、食、宗教、芸術、文学、言語のことを指す。本
稿で使用する「文化コンテンツ」とは、日本で作られた小説、絵、漫画、映画、音楽などが、
商品として販売されている作品を指す。

6 点目は、本稿で使用する韓国人の定義である。本稿で扱う韓国人は、韓国政府が行政的に
管理する領土内で住んでおり、韓国籍を持っている者を指す。

2．民主化時代前の対日認識の変化

2.1．李承晩政権の対日認識による教育と日本文化の規制
朝鮮半島は 1945 年に植民地支配から解放されたが、すぐアメリカ（アメリカ合衆国）が南側、

ソ連（ソビエト連邦）が北側を占領するようになり、分断体制になった。当時は、アメリカと
ソ連との外交関係は対立し、朝鮮半島の占領に影響を与えた。そのため、朝鮮半島では 1948
年 8 月 15 日にアメリカと関係が深い李

イ・スンマン

承晩を中心に南側に韓国政府が誕生し、同年 9 月 9 日
にソ連と中国と関連を持つ金

キム・イルソン

日成を中心に北側に北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）政府が誕
生した。以後、朝鮮半島は分断体制になり、2 つの国家は対立するようになった。この対立は、
1950 年から南側と北側との戦争（朝鮮戦争）まで勃発するようになり、分断体制はより激しく
なっていた 8。

一方、アメリカは北朝鮮だけではなく、ソ連と中国とも対立していたため、日本と韓国の関
係を友好的にする必要があった。そのため、アメリカは両政府に外交会談を提案し、1951 年か
ら、日韓会談が始まった 9。しかし、日本を警戒した李承晩は、日韓会談に応じたのはアメリ
カからの要求によるためとし 10、積極的な立場をとろうとしなかった。さらに、日韓会談の過
程において、日本側の久保田貫一郎が「日本の韓国統治」に対し「プラスになった点があった」
という発言をしたことから、日韓会談は 1953 年に決裂した 11。以後、李承晩は日本を敵視す
るようになった。具体的な内容は以下の新聞のインタビュー内容を引用する。

日本政府を信じてはいけない。韓国の歴史を通して私たちは日本と平和的な関係になるた
め、努力を続けていた。しかし、日本は私たちを侵略し続けた（中略）日本政府や国民が
心から平和を望むようになり、侵略や敵対する意図を諦める意思があることを表したら、
韓国は日本と友好的な関係を結ぶ意思があるとする 12。

インタビュー内容においても、李承晩は日本を敵性国家として警戒した。その警戒心が背景
となり、李承晩は、1952 年 1 月 18 日から「隣接海洋主権宣言」を主張しながら、李承晩ライ
ン（韓国名：平和線）を設定した。以後、韓国政府が設定した海峡に日本の船が侵入すると、
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日本船舶は韓国警察に拿捕されることとなった 13。
さらに、李承晩は日本を北朝鮮と同様に敵国家として認識をしていた。1954 年 2 月に李承晩

がアメリカの国務長官であるジョン・フォスター・ダレス（John Foster Dulles）との面談で、
李承晩は「侵略の危険は共産主義者たちだけではなく、日本からもある」と話した 14。

では、李承晩政権は当時の「韓国人の対日認識」に対しどのように関与したのかを確認する。
まず、植民地支配に関する歴史教育である。韓国人の植民地期に関する教科書内容においては、
朝鮮人が抗日運動を行う内容が中心であった。具体的には、韓国の植民地期は日本政府が抗日
運動家に対して「治安維持法」で弾圧されたなどが多かった 15。このような韓国政府による植
民地時代の教育により、韓国人の日本に対する警戒が強くなった側面があるだろう。

また李承晩政権は、韓国に残された「和風」文化を排除するような政策を行った。具体的には、
韓国警察が韓国内の和風デザインを検閲の対象として扱ったことである 16。それに加えて、日
本文化コンテンツの韓国への輸入が禁じられていた 17。

2.2．朴正煕・全斗煥政権の対日認識による歴史教育の統制と日本文化の規制
李承晩は 1960 年に大統領選挙の結果を操作したため、韓国内の民意に反感を買うこととなっ

た。その結果、李承晩は大統領を辞任することとなった。以後、韓国政府の官僚と国会議員が
中心となり、憲法を改正し、その後、韓国の政治体制は議院内閣制に移行する。その後、
尹
ユン・ボソン

潽善が大統領になり、張
チャン・ミョン

勉が首相になった 18。しかし、1961 年 5 月に韓国の軍隊の高い地
位を持っていた朴

パク・チョンヒ

正煕と、朴正煕を支持する者が中心となり、クーデターを起こした。その後、
朴正煕と側近らは韓国政府の権力を掌握し、1963 年 12 月、朴正煕が大統領になった 19。この
ように成立した朴正煕政権は、日韓国交正常化のため積極的に日韓会談を再開しようとした 20

が、植民地支配により日本に否定的な印象を持つ多数の韓国人による日韓会談に反対するデモ
が行われるようになった。それに対し、朴正煕政権はデモなどにより政権に反対する韓国人を
弾圧し、1965 年 12 月に日韓の国交樹立を強行した 21。

国交が結ばれた朴正煕政権以降「韓国人の対日認識」が肯定的になったといえる。具体的に
は、1973 年に朴正煕政権の関係者が植民地支配に関する中学・高校の歴史教育の記述を批判し
た事例がある。朴正煕政権が批判した内容は、歴史教科書に関する 1973 年 6 月 9 日に書かれ
た報告書で確認することができる。その報告書では、韓国の国史教育で日本に対する教育内容
が「歪曲され、他律的である」ことや「今までの歴史観は早急に清算」する必要があると主張
した 22。上記のとおり、朴正煕政権は歴史教科書に介入し、「韓国人の対日認識」にも大きな
影響を与えることとなった。

次に、日本文化規制について確認をする。朴正煕政権は、日本の文化コンテンツを導入する
ことを一定程度容認する方針をとった。具体的には、1966 年から日本の文化コンテンツを輸入
することを、一部許可した 23。ただし、輸入する際の基準は、韓国人が植民地支配の認識に刺
激を与えない程度とされ 24、韓国の文化コンテンツ産業に悪影響を及ぼさない「非興行（あま
り人気ではない）」作品（映画）が許可された 25。そして、日本を含め海外の文化商品（ビデオ、
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雑誌、本など）の輸入規制をするための法令を整備し、法的な統制を行った。その法令とは、
1965 年 10 月に韓国の国務会議で議決された「外国刊行物輸入配布に関する法律」である 26。

その後、1979 年 10 月 26 日に朴正煕は自身の側近である金
キム・ジェギュ

載圭により銃殺された。その後、
崔
チェ・ギュハ

圭夏が次期大統領になった。だが、同年 12 月に軍隊で高位にあった全
チョン・ドゥファン

斗煥らがクーデター
を起こし、政権を掌握した。以後、全斗煥が 1980 年 8 月から大統領になった 27。

全斗煥政権の対日認識として、安保問題をめぐる日米韓の協力関係を重視していた。なぜな
ら、全斗煥が大統領になってから、アメリカと日本との首脳会談を頻繁に行っていた点が挙げ
られる 28。だが、全斗煥政権が 1984 年 9 月に日本で行った首脳会談の前に、日韓外交を担当
する高官協議を行い、その会議において「大韓民国外交史料」を確認した崔

チェ・フィシク

喜植の研究に基づ
き、全斗煥政権は日本の天皇と政府に植民地問題に対する謝罪をするよう要請した 29。

以後、1984 年 9 月に全斗煥が訪日した際、日本の天皇が、全斗煥の前で「不幸な過去が存在
したことは誠に遺憾であり、再び繰り返されてはならない」との談話を発表した 30。そして、
日本の首相である中曽根康弘も、全斗煥の前で「不幸な過去が繰り返されてはならない」と発
言し、日本の植民地支配を反省する旨の発言を表したのである 31。これらにより、当時の全斗
煥政権が「韓国人の対日認識」を緩和させ、日韓関係が友好となるよう動いたといえる。

さらに、韓国内の日本文化規制は、以前と比べて緩和された。具体的に、日本の「非興行」
映画だけではなく、一般の映画も許可されるようになった点が挙げられる 32。ただし、規制は
緩くなったものの、日本文化すべてを積極的に受け入れていたとはいえない。その理由は次の
2 点である。1 点目は、日本文化が韓国の大衆文化産業に悪影響を与えるかもしれないという
懸念があった。2 点目は、植民地問題によって日本に対する否定的な認識が韓国社会に依然と
して残されていたという点への懸念である 33。こうした問題を韓国政府は懸念していたが、韓
国内において、日本の文化コンテンツに関する商品（日本で作られた音楽のレコーダー、ビデ
オ、雑誌など）を密輸入して消費する者が多数存在した 34。

2.3．民間移動の初期対応
1965 年、韓国と日本との国交協定が結ばれた。これにより 1948 年に設置された「駐日代表

部（国交を結ぶ前の日本での韓国政府の行政機関）」は、1965 年 12 月 18 日、韓国政府の大使
館に変更された 35。その後、1966 年 5 月には大阪など 3 ヶ所に総領事館を、福岡など 5 ヶ所に
領事館を設置した 36。さらに、日本政府も韓国に大使と領事を派遣することになり 37、ソウル
に日本政府の大使館、 山で総領事館を設置した 38。

1966 年 2 月 1 日以降は、両国の民間人が各国の派遣された公共機関（大使館、総領事館など）
を通じて、ビザを申請できるようになった 39。これにより、日本に入国する韓国人の人数が急
激に増加した 40。同様に、韓国に入国する日本人の人数も増加した。特に、日本人の訪韓は、
観光を目的とするものの値が最も高かった。韓国人の日本訪問の数値は高く、1966 年度に韓国
人の海外総移動数 47,586 人の内日本訪問者が 25,912 人であった 41。

当時、韓国政府は民間人の移動に対する誘導に対して積極的であった。全斗煥政権は、日本
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人が韓国の領土である済州島に行く場合は、ビザの免除対象とした。さらに、韓国の内陸に入
国する際にも、ビザ免除対象として検討を行った 42。

3．民主化時代の韓国政府の対日関係による韓国人の対日認識の影響

3.1．民主化時代から被害者の証言による韓国政府の対応
全斗煥政権は、1987 年まで当時の韓国政府の国家運営に不満を持つ者らを北朝鮮のスパイだ

と主張し、彼らに「政治犯」というレッテルを貼ることで、国民を恐怖で統制していた。この
ような全斗煥政権の国家運営に問題意識を持つ韓国人は多かった。そうした韓国人は大規模反
政府デモ（以下、民主化運動）を行った。全斗煥政権はデモ制圧ができないと判断し、憲法改
正 ( 国民が大統領を選ぶ大統領制への移行 ) に同意し、辞任した。以後、韓国社会は韓国人の
政治的立場や不満を韓国社会において自由に言及ができるようになり（言論の自由）、同年 10
月から国民が直接大統領を選択できることとなった。これら改革により、韓国は民主化時代に
入った 43。

韓国社会の言論の自由に対する闘争後、1991 年 8 月 14 日の金
キム・ハクスン

學順氏の証言（強制的に従軍
慰安婦になったという証言）を皮切りに、次から次に証言する慰安婦被害者が現れた 44。彼女
らの証言により、慰安婦問題が日韓社会に公開され、韓国内で被害者と市民運動団体（植民地
問題の被害者の人権のために活動する団体）の持つ不満が韓国政府に向けられることとなった
ため、韓国政府は慰安婦問題を対日外交上解決すべき問題として積極的に対応しなければなら
なくなった 45。民主化直後の韓国政府（盧

ノ ・ テ ウ

泰愚政権と金
キム・ヨンサム

泳三政権）は、上記の慰安婦問題に対
しては、日本との友好的な関係を重視し、慰安婦問題をはじめとする植民地問題に対して日本
政府に刺激を与えない態度をとった 。

上記で述べた民主化以降の選挙で大統領に選ばれた盧泰愚が、日本と友好な関係を重視した
点は以下の通りである。1992 年 9 月 8 日に行われた京都での宮澤喜一首相との日韓首脳会談で
の盧泰愚政権の発言である。当時の盧泰愚は日韓関係と比較し、「ドイツとフランスは不幸な
過去があるのに、年に 2 回の定期首脳会談を含めて年 5、6 回も会っている」と述べた。さらに、
盧泰愚は日韓関係においては「独仏のような頻繁な交流」が「モデルになる」と述べた 46。こ
こでいうドイツとフランスの関係は、第 2 次世界大戦（以下、世界大戦）の前後の関係のこと
をいう。世界大戦中はドイツがフランスを占領したが、戦後に解放した。以後、ソ連の影響力
により、安保問題と経済的協力という目的から、ドイツとフランスは同盟国となった 47。盧泰
愚はドイツとフランスの関係と同様に、日韓関係においても安保に関する協力と、経済的な協
力関係を重要視する外交関係を求めた。

その一方で、1990 年から慰安婦問題のために活動してきた「韓国 身隊問題対策協議会（以
下、 対協）」は、慰安婦問題は日韓条約と関係がなく、「戦争犯罪による人権侵害」であり、「韓
国政府が被害者の賠償を要求することができる」と主張した 48。そして、 対協は 1992 年か
ら慰安婦問題のために、国連の人権委員会（以下、国連人権委員会）の力を借りた活動をして
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いた 49。
1993 年から金泳三政権が発足し、盧泰愚政権と同様に、日韓関係を友好的とする点を重視す

る対応を行った。具体的な内容の 1 点目は、慰安婦問題に関して、日本政府側に刺激を与えな
いとする方針であった。金泳三政権は、1993 年 3 月に慰安婦問題に関して「日本側には要求し
ない方針」を述べ、「補償は来年から政府予算で行う」と説明した 50。2 点目は、共産主義国家
との外交関係に関する問題に対し日本と協力したいという点である。これに関しては、日本政
府と北朝鮮の脅威から協力する関係であると日韓会談でよく言及した点も確認ができる 51。そ
して、中国を非常に警戒していたこともあり、日本との安保協力を重視した面もあったといえ
る。具体的には、2006 年の『金泳三（元大韓民国大統領）オーラルヒストリ記録』から確認で
きる。その内容で、金泳三の発言を紹介したい。

台湾は民主主義をやっているでしょう。中国は共産主義でしょう。私は中国が嫌いです。（省
略）マッカーサー司令官が来たときに、仁川で上陸作戦をしたときに、もし、その時に中
国の軍隊が出なかったら統一されてしまったでしょう。民主主義国家になったでしょう。

（省略）韓国の歴史をずっと見たら、中国から、ひどいことを受けたこともたくさんある
んですよ。しかしね、韓国の今の国民たちは、それを全部忘れているんですよ 52。
日本は経済的に発展しているし、民主主義もやっているけれども、第 2 次世界大戦をしな
かったら本当に日本はいい国だと思います。中国と韓国もちょっとあれ、おかしくなって
しまって、韓国を植民地にしたというのは、歴史上の悪いことでしょう。（省略）韓国人
たちも、その感情はいまも持っているんですよ。なるべく日本とよくしたいと思いながら、
その感情があるんですよ 53。

続いて、日本との関係を友好にしたいと考えていた当時の金泳三政権の対応では、慰安婦問
題の終結を求めていた。それは日本政府の謝罪に対する韓国政府の反応から確認できる。1993
年 8 月 4 日に日本政府の調査に基づいた河野洋平官房長官の発表では、旧日本軍が元慰安婦の

「意向に反して」慰安所に集められたため、「強制性」があった点を認め、「心からお詫びと反
省の気持ちを申し上げる」という意思を表明した 54。その結果を金泳三政権は歓迎した。韓国
の外交部アジア局長である兪

ユ・ビョンウ

炳宇は「日本政府の努力を評価し、（日本政府の謝罪を（－著者））
受け入れる」、「我が政府の立場を相当な水準まで反映したもの」、とし、「慰安婦問題は、今後、
これ以上韓日間の外交懸案としては提起しないというのが政府の方針だ」と言及した55。そして、
同年 8 月 6 日の記事によると、韓国側の外交部長官の韓

ハン・スンジュ

昇洲は、「韓日関係の最大の障害（慰
安婦問題－筆者）が解消」されたと言及した 56。

しかし、前述した 1992 年から 対協が国連人権委員会へ慰安婦問題を提議した件により、
1993 年 8 月 25 日から韓国を含むアジア諸国から「国連人権委員会の差別防止及び少数者保護
小委員会」で慰安婦、強制労働問題を調査することが決議され、国連人権委員会はこれを受け
入れた 57。慰安婦問題に関して国連人権委員会は、同年 12 月に「国家が犯したり黙認する」
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女性への暴力であり、「女性の人権を侵害」したことであると表明した 58。以後、国連人権委
員会は 1996 年 4 月 19 日に慰安婦問題を「国家賠償と関係者の処罰を勧告」することになっ
た 59。

上記により、金泳三政権は、1995 年 4 月に国連人権委員会で慰安婦問題は「国際法的責任が
ある」と述べ、日本政府の「適切な措置」が必要であると言及した 60。このような金泳三政権
の発言より、韓国政府が日本政府に慰安婦問題に関する責任を問わなければならない立場に
立っていたと考えられる。

3.2．日本文化の警戒と韓国政府の対応
韓国政府は日本との友好的な関係を求めていたが、日本の文化コンテンツを検閲対象として

扱った。そのため、日本政府は 1989 年に日韓首脳会談で日本の文化コンテンツが韓国に輸出
できるように要求した。日本側の要求で、韓国政府は 1992 年に日本の音楽と映画の開放意思
を明らかにした 61。

一方、韓国政府の内部でも、日本文化を受け入れないことが問題だと言及する者が現れた。
盧泰愚政権期の 1990 年に韓国の初代文化部長官である李

イ・オリョン

御寧は日本の大衆文化の輸入許可を
主張し、1992 年に李

イ・スジョン

秀正文化部長官も「旧共産主義の国（ロシア、中国など）」の文化コンテ
ンツは許可しているが、日本の文化だけを受け入れないという姿勢は問題があると主張した。
金泳三政権期の 1994 年 1 月、当時の駐日韓国大使の孔

コン・ノミョン

魯明は「日本では優秀な韓国映画が上
映され、評価されているが、韓国では書籍、ビデオテープ、テレビ放送などを通じて『黙認さ
れる非公式的な輸出（密輸出－著者）』による観覧が主に行われている」とし、「良質の日本大
衆文化については、段階的に選別し、公式に受け入れ、日韓両国の文化交流と相互理解を本格
的に推進する時期が来た」と発言した。したがって、1994 年 2 月に金泳三政権は、大衆文化を
段階的に開放する方針をとった。しかし、慰安婦問題と日本との領土問題による外交的な摩擦
がある中で、韓国で日本の文化を全面的に開放することが難しかった 62。

韓国では日本の大衆文化の大量輸入が難しかったが（多数の韓国人が日本に対して反感と警
戒心を持っていたため）、その一部が韓国社会に入ってきた。そうして入ってきた日本の大衆
文化の商品は、韓国国内の規制で、「和風」が消されて公開された。ここでいう「和風」とは、
日本の伝統的な衣装や建物などである。特に、日本の漫画やアニメを韓国に輸出する過程で、
日本と関連する内容がある場合、修正された後に公開された。修正事例としては、登場人物の
名前が日本名から韓国の名前に変更されたり、作品の背景が日本の地域名から韓国の地域名に
変更された点が挙げられる 63。

4．日韓の民間交流拡大における韓国人の対日認識の影響

4.1．日韓歴史認識を共有するための支援
日韓の両政府には、民主化時代の前から歴史認識に対する差異があった。まず、日本側は歴



－ 313 －

韓国政府の対日政策による韓国人の対日認識への影響（閔）

史教科書に植民地支配の意味を中国側への「進出」過程という意味で日本国民に教えていたが、
韓国側は、「侵略」と認識していた 64。結果、日韓の国交が結ばれても、植民地問題に関する
異なる認識は、両国の課題となっていた 65。

では、韓国政府は「韓国人の対日認識」において、日本に友好的な感情を持つために、どの
ような対応を行ったかを確認する。1995 年 11 月 15 日に韓国の金泳三政権期の外交部長官であ
る孔魯明と日本の外務大臣である河野洋平との会談で、両国の民間レベルで「歴史共同研究」
を支援することに合意した 66。日韓政府が「歴史共同研究」を支援する目的は、両国の異なる
歴史認識による問題の解決を目指し、歴史教科書に新たな内容を加えることであった67。しかし、
日韓の「歴史共同研究委員会」に対して、両政府の議論に異論があり、事業は進まなかっ
た 68。

1998 年 2 月に金
キム・デジュン

大中政権が発足し、韓国政府の新たな日韓関係が始まった。同年 9 月 5 日の
金大中のインタビューの内容として、日韓の「過去の清算」について「日本が自ら過去を反省し、

（植民地問題が－著者）精算する。そして韓国が、それを受け入れ、韓国もまた過去を清算す
ることだ」と説明し、そのためには「両国の歴史家による共同研究によって共通の歴史認識を
持つこと」を強調した 69。このインタビュー内容から、金大中政権も金泳三政権と同様に「歴
史共同」が重要な課題だと認識していたことが分かる。以後、金大中政権は日本政府との政治・
経済・文化などの分野での協力関係をより活発に行うため、「日韓パートナーシップ」の策定
を準備した 70。本準備により、金大中政権は日本の首相である小渕恵三と1998年 10月 8日に「21
世紀に向けた新たな日韓パートナーシップ」を目指す「共同宣言」を行った。ここでは、日本
と韓国が「交流・相互理解促進」を行い、協力することとなった 71。そして、金泳三政権でで
きなかった「歴史共同研究」も、日韓パートナーシップの際に「貴国及び両国関係の歴史に対
して理解を深めるため、民間レベルの共同研究」を支援することとなった 72。しかし、韓国側
は日本政府との認識に対する異見が生じ、「日韓パートナーシップ」は再度延期することとなっ
た 73。その後、日韓両政府は 2002 年 3 月 5 日に「日韓歴史共同研究委員会」を発足させ、こ
こで出された研究成果が、両国の歴史教科書に反映されることが期待された 74。ここでは、両
国での大学教授を中心に学術交流が進められた 75。

4.2．日本文化開放と韓国人の対日認識
1999 年からは、韓国政府がインフラ投資し 76、韓国全土でインターネットが使えるようになっ

た 77。当時の韓国人の中でも特に若い世代がインターネットを多く使用しており、インターネッ
トを通じて「日本大衆文化」を楽しむ者が増加した。反面、インターネットでは法的な規制が
厳しくなかったこともあり、日本の文化コンテンツに関する日本の文化商品（漫画、アニメ、
映画など）が不法で多く共有された。その結果、韓国社会のインターネット上では、日本の文
化商品が拡散し、多くの韓国人が日本の文化を間接的に経験することが多くなった 78。

一方で、1998 年 10 月 8 日から韓国政府は小渕恵三首相と日韓パートナーシップを宣言する
ことになり、韓国政府は韓国内での日本文化の段階的な開放を行った。① 1998 年 10 月 20 日
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に第 1 次で日本の映画と漫画のみ許可することとした。他の分野をすべて開放すれば、国内の
事業に対する影響が及ぶため、国内世論の反応を確認するためとされている 79。② 1999 年 9
月10日には第2次として、映画およびビデオ部門を全年齢における韓国人が観覧できる作品と、
日本の音楽アルバムも公開し、日本の大衆音楽の公演を限定的に許可した 80。③ 2000 年 6 月
27 日、第 3 次では、日本の大衆歌謡視聴を全面的に自由化し、日本映画の開放は 18 歳未満観
覧作品を除くすべての映画を上映することが可能になった。音楽のアルバムは、限定的に許可

（韓国政府が確認後、販売を許可）し、劇場用アニメーションは一部限定的（映画祭に受賞し
た作品を中心に）に許可した。ゲームにおいては、PC ゲーム、オンラインゲーム、業務用ゲー
ムなどの原版の輸入を許可した。さらに、日本のスポーツ、ドキュメンタリー、報道番組は韓
国のケーブルテレビや衛星放送で放送できるように許可した。上記過程において、韓国の文化
観光部長官である朴

パク・ジウォン

智元は、第 1、2 次開放で韓国社会に悪影響を及ぼす部分がないと判断し、
「第 3 次開放の結果を見た後、追加開放時期と範囲を決定する計画」と言及した 81。

当時、金大中政権が日本の文化開放を許可した理由は、日本の文化から学んで、韓国の文化
を産業化するためであったとされている。1995 年、金大中は以下のように語っている。

我々は、文化開放を恐れてはいけない。…私たちは過去、天下を支配した強大な中国文化
を受け入れても、（我々の（－著者））創造力で克服した。西欧文化に対しても同じだ。な
ぜ日本文化だけを恐れなければならないのか。…我々の文化に対してもっと自信を持ち、
積極的な姿勢にならなければならない。世界のすべての文化を開放しながら、良いものは
受け入れ、悪いものは捨てながら主体的に受け入れ、我々のものとして発展する姿勢で強
化しなければならない。

（中略）
文化産業を育成する必要があります。21 世紀は経済と文化の時代です。文化が工業製品と
同じく、重要性が高まっています…そして観光産業、芸術交流などが経済発展に非常に重
要な役割を果たす時代が来ます。「韓国的なものが、世界的なものと合わせて」文化産業
の開発に対し、努力しなければなりません 82。

以後、金大中が求める韓国文化コンテンツ産業は、世界に通用するよう日本の文化コンテン
ツから刺激を受けた点があるといえる。この点に関して、1 点目は、日本社会で韓流ブーム（2000
年代以降に日本を含む東アジアで起こった韓国大衆文化コンテンツの流行）に影響を与えた
SM エンターテインメント社の歌手は、日本システムに影響を受けたと言われている 83。2 点
目は、日本文化コンテンツを輸入するようになり、韓国文化コンテンツ産業に刺激をもたらし、
産業部分で競争するようになった点である。その結果、韓国文化コンテンツは、日本だけでは
なく他国でも人気を得るようになった 84。

2002 年の日韓ワールドカップ以降、金大中政権は日本文化を完全開放する計画であったが、
日本の歴史教科書において、植民地支配期に日本政府の行為が具体的に言及されてない点が明
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らかになり、韓国政府は第 4 次の日本文化の開放を保留することとなった 85。
それにもかかわらず、金大中政権は歴史問題と文化交流は、別途に扱われるという方針を打

ち出し、2004 年 1 月 1 日から第 4 次日本文化開放を行った。開放された内容としては「映画・
音楽アルバム・ゲーム分野の全面開放」を行い、「放送とアニメ分野」については「地上波の
影響力と国内アニメ市場を考慮して各界の意見を調整」するという内容であった 86。

一方、金大中政権の文化開放に対し、韓国メディアは懸念（韓国の文化コンテンツに悪影響、
植民地問題の歪曲内容）を表したが、韓国人は大きく反発することはなかった。韓国の新聞社
の世論調査を確認したハ・ゾンウァンの研究では、韓国政府が日本文化を開放した点について、
韓国人の認識に言及している。ハ・ゾンウァンによれば、韓国人は、日本の文化について、半
分以上が肯定的な認識だったと主張する。そして、韓国国内で日本文化を規制しても、多くが
密輸入されているため、現実的に防ぐことができないと認知している点も確認した 87。したがっ
て、金大中政権の日本文化開放の対応は、「韓国人の反日感情」に悪影響を与えなかった。

4.3．移動の自由と民間交流の本格化
2006年からは韓国人がビザ申請なしで日本に入国することが可能になった（以下、ビザ免除）。

ここでは、両国民がビザ免除で入国が可能になった過程を整理した後、ビザ免除による民間交
流の状況を把握する。

まず、日本人がビザ免除で韓国へ入国が可能だったのは金泳三政権期からであった。金泳三
政権の場合、1993 月 8 月に開かれた「大田世界博覧会（EXPO）」が開かれ、日本人観光客の
数を増やすため、日本人のビザ免除を許可した 88。以後、ビザ免除を 8 月 1 日から 10 月末ま
で行い、日本人の観光客の数が増え、経済的によい影響を与えた。そして、韓国政府は日本人
の訪問が、経済的な良い影響があったことを認め、11 月 2 日に 1994 年 1 月 1 日から、日本の
国籍者が無ビザで韓国に入国が可能となると公表し、政権が終わるまで持続した 89。

また、2002 年に開かれるワールドカップが日韓共同開催となることが決まった。それに伴い、
ワールドカップ期間中の両国民のビザ問題が、1994 年 7 月に議論されるようになった 90。議論
において、韓国政府は、当時の韓国人の訪日（ビザ申請した入国の場合）について滞在期間を
15 日から 30 日に延長するよう日本政府に要請した。しかし、日本政府は日本内での韓国人の
不法滞在事例が多いため、当分は「難しい」と答えた 91。以後、両国政府の議論の内容では、ワー
ルドカップ期間の韓国人の訪日に対するビザ免除に関して、結論が出なかった 92。

金大中政権発足後も、金泳三政権と同様に日本人に対してビザ免除を実施し、1999 年 3 月か
ら 30 日間滞在できるように変更した 93。しかし、金大中政権は日本人だけがビザ免除で訪韓
する点について問題意識を持ち、韓国人が訪日する際のビザ免除ができるように日本側に要求
した 94。

そして、2002年のワールドカップの期間に一時的に韓国人のビザ免除を進めることになった。
ビザ免除の期間は、2002 年 5 月 15 日から 6 月 30 日までとすることで日韓の両政府が合意し
た 95。これを契機として、金大中政権は、日本政府に韓国人が自由に訪日できるよう、ビザ免
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除を当時の日本首相である小泉純一郎との首脳会談で要求した 96。この際、日本政府は韓国人
のビザ免除に対してポジティブな方向で検討する意志を伝えた 97。

2003 年 2 月に盧
ノ・ムヒョン

武鉉政権が発足し、同年 6 月に小泉総理との首脳会談が開かれた。この際に、
北朝鮮問題による安保協力に関する点と、日韓関係が「未来志向的関係」を重視する点につい
て協議が行われた。これに加え、盧武鉉政権も韓国人の日本のビザ免除に関する点と、韓国内
の日本文化の開放を追加する点を議論した 98。その後、6 月の日韓の首脳会談では、まず修学
旅行を目的で訪れる韓国の学生（小・中・高校）を免除対象者として扱うようになった 99。

同じく 2003 年 4 月から日本政府が ABTC（Asia-Pacific Economic Cooperation Business 
Travel Card）に加入することになった。韓国は ABTC の加盟国だったため、韓国企業に勤め
る人材はビザ免除の対象者だった。そのため、韓国企業に勤める人材は日本に訪日の際に、ビ
ザ免除対象となった 100。

以後、韓国政府の持続的なビザ免除に対する要求で、日本政府も 2006 年 3 月から一般の韓
国人もビザ免除の対象として許可した 101。そのため、一般の韓国人も、日本に短期で滞在でき
るようになった。韓国人のビザ免除で、韓国人の日本入国が急激に増えた 102。

4.4．金大中・盧武鉉政権の日韓関係の改善の努力と日本政府の非協力
日韓の両国民の間で前述のような交流が活性化されても、植民地問題の被害者と日本政府と

の摩擦に関する問題が残っていた。これらの問題に関して金大中政権と盧武鉉政権は、被害者
と韓国の市民団体の意見を受け入れながら、日本政府を刺激しないように努力した。金大中・
盧武鉉政権期の対日姿勢に関する事例を見ていこう。

まず、1998 年に金大中政権は、韓国政府が日本国内で出された判決に影響力を与えることが
できない点を被害者に説明している。具体的に民主化時代以降、被害者が日本の裁判所におい
て、植民地問題に対する個人訴訟で敗訴したが、これは韓国政府からの外交的な影響力がなかっ
たという証左である。なぜなら、日本側（日本政府と日本の裁判所）が 1965 年の日韓条約で
日本政府に責任を取る理由がないと主張しているためである。したがって、金大中政権は、現
在の韓国政府が日本に責任を問うことができない状況に対して被害者に謝罪した 103。

一方、盧武鉉政権は植民地問題に対する真相究明ができるよう日本政府に要請した 104。そし
て、盧武鉉政権は日本政府に真相究明の協力を要求している点を被害者に説明し 105、韓国政府
が植民地問題の解決への努力を示した。結果、元慰安婦だった韓国人の中では、盧武鉉政権が
対日外交政策について努力しているという印象を持つようになった 106。

しかし、当時の韓国政府の努力にも拘わらず、日本政府は非協力的な対応であった。非協力
的な点は、2001 年 8 月 13 日に当時の小泉首相が植民地支配に加担した日本の政治家を祀る靖
国神社に参拝をしたことである 107。当時、金大中政権は日本の首相の靖国神社参拝に反発した
ものの 108、韓国社会においては本件に対して大きな反発が起こらなかった。その理由は、2002
年度のワールドカップを共催するようになったため、日本に対する好感度が上がっており、ま
た、当時の韓国社会においては、靖国神社について金大中政権ほどにその意味を理解していな
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かった点があったと考えられる。そのため、2001 年から 2006 年まで毎年 8 月に小泉首相が靖
国神社参拝を行っていたが 109、韓国の 2001 年から 2003 年の世論調査では、韓国人の日本に対
する否定的な認識が、民主化時代以降、最も低かった 110。

むしろ、韓国人の反日感情が上がったのは、靖国神社参拝よりも日韓の領土問題が要因であっ
たといえる。その理由は、2005 年 1 月に日本側の島根県が「竹島の日」を条例として制定した
ことが挙げられる 111。韓国側はこの島を「独島」だと主張し、韓国の領土として実効支配して
いるが、日本側は「竹島」だと主張し、日本の領土だと主張していた。そこから、日韓におけ
る領土紛争が起こり、日韓関係が悪化した。2005 年から 2006 年までの韓国の世論調査では、
日本に対して「好感を持たない」という意見が 79％を占めた 112。

4.5．韓国政府の「文化規制緩和」と「訪日のビザ免除」対応による韓国人の対日認識への効果
日韓の両政府における外交的な摩擦があったとしても、民間交流は継続されていた。そうし

た民間交流が「韓国人の対日認識」に肯定的な影響を与えることもあった。まず、2011 年にお
ける両国民の相互認識においては、好感度が高い時期であったといえる。その理由としては、
2004 年から日本では韓国文化がブームになったためである。具体的には、2003 年から、『冬の
ソナタ』が日本で放映され大きな話題を呼んだ。以降、2011 年まで韓国文化コンテンツを楽し
む日本人が増えた。特に、韓国の歌手・俳優などの芸能関連企業が日本への進出を積極的に行っ
ており、韓国文化を楽しむ日本人が増えた 113。2010 年の日本の世論調査では、対韓認識は好
意的であり、日本人の訪韓者増加に繋がった。具体的な数値は、次のとおりである。

まず、日本の内閣府が調査したデータで、日本人が韓国との関係を「親しみを感じる」時期
について見ていこう。「平成 21 年（2009 年）」の世論では、回答者全体の 63.1％が「親しみを
感じる」と答えた 114。前述した通り、この時期は、韓国のドラマと音楽が日本で流行していた
時期である。これに加え、日本人の訪韓も増えた時期でもある。2009 年度の外国人の訪韓の中
で、日本人が 43.7％であり、2009 年度は 2008 年度と比べ、28.6％が増えた 115。

図 1．2010 年に日本の内閣府が調査した日本人の「韓国に対する親近感」
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一方、近い時期に、韓国の世論も日本に対する認識に変化があった。2010 年度から 2011 年
度までの韓国世論では、韓国人の対日認識に関して 41％が「好感」を持つと答えた 116。この
数値は、民主化時代以降、最も好感度が高かった。このような韓国人の対日認識が変わった要
因として、呉炫錫と呉承 の研究から確認できる。呉炫錫は、韓流ブームが国家イメージ向上
させたとし、韓国の報道機関で日本の韓流ブームを多く扱う点で、韓国人の自国に対する自負
心が強くなったと論じた 117。この影響で、韓国人の反日感情が緩和された影響もあったと思う。
その理由は、2010 年度から 2011 年度までは、日本で韓国の文化コンテンツを楽しむ日本人が
多くなった時期に、前述した 2011 年度の韓国の世論調査で、韓国人の対日認識の好感度の数
値が上がったことからも確認できる（韓国人の対日認識の変化は、「東日本大震災」による影
響も及んだ可能性がある）。

2019 年度、東アジア研究院が調査した韓国人の対日認識調査を検討した呉承 は、MZ 世代
の韓国人の対日認識に関して全体的に肯定的であると論じた。具体的には、MZ 世代の韓国人
は国家より、個人主義を重視する者が多いことから、日本と植民地問題があったとしても、日
本の文化、社会、商品などに肯定的な印象を持つことを否定的に感じてないと論じた。その背
景としては、MZ 世代の韓国人の日本人との交流経験が要因だと論じた 118。

実際、「出入国管理統計表」では、2006 年度から 2018 年度までの韓国人の訪日数値は、20
代と 30 代が高かった 119。そのため、日本人の訪韓数値と、韓国人の訪日の数値が高くなり、
両国民の交流も盛んになった。結果、前政権が努力した対日政策（「文化規制緩和」と両国民
の「訪日のビザ免除」する対応）が要因であった。

5．韓国人の反日感情を刺激する韓国政府

5.1　李明博・朴槿恵政権の対日関係をめぐる韓国人の反日感情
2008 年から李

イ・ミョンバク

明博政権が発足してからは、韓国政府は韓国人の対日認識に対して考慮しない
対日外交を行った。この点について、李明博政権の日本政府との関係を確認する。まず、2008
年 1 月 17 日にあった李明博の植民地問題の認識が確認できる記者会見の内容は以下の通りで
ある 120。

日本がかつて形式的な謝罪と反省をしたことは事実だ。その謝罪は韓国人に感動を与えな
かった。そのため、問題が繰り返された。（中略）　新しい韓日関係のためには（韓国への
－朝日新聞）謝罪や反省をしろという話はしたくない。今の日本はそれを要求しなくても
話し合いができるほど成熟した外交ができる。（中略）韓日関係がより未来志向に向うこ
とは、東北アジアの平和に役に立つと思う。

インタビューの内容で注目したい点は、李明博が日本に植民地問題の責任を問わないと強調
したことである。同年 4 月に日韓首脳会談前に多数の在日コリアンとの対面の際にも、李明博
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は植民地問題について日本政府に謝罪要求をしないことを改めて説明した 121。
その一方、被害者による日本政府に対する責任要求は続いていた。この際、被害者たちは、

韓国政府が日本政府の植民地問題に対する謝罪を要求することを望んだ 122。しかし、李明博政
権が謝罪要求をしないという立場であったため、慰安婦の被害者にとっては対応されないと感
じていた。その結果、韓国の憲法裁判所は李明博政権期からの韓国政府の慰安婦問題の対応が
不適切だとし、国内の憲法違反と判決を下した 123。これにより、2011 年の李明博政権期に、
韓国政府が慰安婦被害者の人権を侵害したと韓国の憲法裁判所が認知するようになった。韓国
の憲法裁判所判決以降、李明博政権は慰安婦問題に対応せざるを得なくなり、日本政府に責任
を追求し始めた。その際、慰安婦問題に対する責任を日本政府に問うため、李明博は日本政府
を刺激すべく、日本との領土紛争がある島（独島・竹島）を李明博自身が訪問した 124。本件は、
日本社会に刺激を与えることになり、韓国に反発するようになる。さらに、李明博は天皇に向
け、植民地問題の謝罪を要求するようになった。同時期、日本の元首相であった安倍晋三が日
本政府の謝罪について「配慮に重きを置いた外交も、反省を込めて見直す時期を迎えているの
ではないか」と語り 125、日本の植民地支配に対する謝罪をやめようとする意思を見せた。この
ような認識を持つ安倍は、2012 年 12 月に総理大臣に再び就任した。以降、安倍総理は日本の
官僚による靖国神社参拝について「参拝するとも、しないとも言わないのが政権の方針」と言
及した 126。そして、2013 年 12 月 26 日に安倍は総理大臣として靖国神社に参拝した 127。本時
期においては、日本人の対韓認識に変化があった点もある。具体的には、前述の李明博の行為
により日本の世論では、韓国について「親しみを感じない」が約 35％（2011 年）から約 59％（2012
年）まで上がった点である 128。

日本政府は、領土問題に対する不満を表明した発言と日本の首相が靖国神社に参拝するとい
う行為により韓国社会に刺激を与えることとなった。特に、本時期においては、韓国人にとっ
て、以前、小泉元総理が靖国神社を参拝した際よりも否定的な反応であったといえる。2014 年
の全国の世論調査では、韓国人の多くは、日本側（日本政府と国民の両方）が植民地問題に対
して反省していないと認識したという点を確認することができる 129。

2013 年に朴
パク・クネ

槿恵政権が発足した。同政権では、李明博と同様に被害者の意見に集中すること
なく、日本政府に対しての責任を問った。この点について、朴槿恵政権が対日外交で慰安婦問
題に関して日本の責任のみを主張し、2015 年には、慰安婦の全被害者の同意がない、日本と韓
国との慰安婦合意（以下、日韓合意）を行った 130。日韓合意後、当時の韓国人の世論は、半分
以上が否定的だった 131。当時、日本大使館の前に設置された少女像（慰安婦問題を象徴した銅
像）の移転を日本政府が望むという点について多くの韓国人は批判的だった。2016 年 1 月に韓
国の世論調査では、韓国人の 72％が日本政府の要請（少女像の移転）に対して、同政府が慰安
婦問題を「謝罪しなかったとみなす」と認知した 132。上記により、朴槿恵政権の日韓合意は、「韓
国人の対日認識」に否定的な影響を与えたといえる。
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5.2．韓国人の反日感情を刺激する文在寅政権
2017 年 5 月から文

ムン・ジェイン

在寅政権が発足し、同政権は慰安婦問題に対して日本政府に再合意を要求
した。だが日本政府は、上述に対し、韓国政府の再合意の要求は「あり得ない判断」だと反発
した 133。2018 年 10 月 30 日、強制動員に対する個人損害賠償の訴訟で、韓国の大法院が国内
にある日本企業に対し責任を認めた判決を下した（以下、韓国の裁判結果）134。本判決に対し、
日本政府は 1965 年に結ばれた日韓条約で終わった問題だと認知したため 135、当時の安倍総理
は、韓国政府に対し「国同士の約束（日韓条約－筆者）に反することであり、認められない」
と主張した 136。しかし、文在寅政権は韓国が「三権分立（政府、国会、法院）」をとる国家で
あるため、司法判決には国家が関与できないと説明した。以後、両政府は異なる立場を強く主
張しており、両国の政府は会談を行うこともなかった。

このような日韓関係の悪化は、両国の経済関係においても悪影響を及ぼした。まず、日本政
府は、2019 年 7 月 1 日に 8 月 1 日から韓国をホワイト国から除外する措置を行った 137。安倍
政権の関係者は、韓国への輸出規制の理由を韓国の裁判結果ではなく、日本の「安全保障」の
ためであると主張した 138 が、安倍政権が韓国への輸出規制をした理由が韓国の裁判結果だと
考えられる点を論じたい。同年 7 月 3 日の安倍総理の記者会見において、日本政府の輸出規制
理由に関する質問の答えは 139、以下のとおりである。

歴史問題を通商問題にこれは絡めたのではありません。徴用工問題とは歴史問題ではなく
て、国際法上の国と国との約束を守るのかということでございます。1960 年に請求協定に
おいて、お互いに請求権を放置した。これは国と国との約束なんです。（中略）　慰安婦合
意は、首脳間・外務大臣間の合意です。これは、国連も当時のオバマ大統領もこの合意を
評価しました。こうした合意が守られていない、つまり国際的な約束が守られていないと
いう問題です。（中略）　その中において、今回の措置は、WTO を反映している措置では
なく、貿易管理の問題（中略）安全保障上のための貿易管理国、それぞれの国が果たして
いかなければならないという、実はこれは義務なんです。（中略）約束を守らないという
中において、今までの優遇措置は取れない。

韓国の裁判結果により、安倍総理は韓国政府が「約束に反する」と主張したことがあり、同
年 7 月 3 日の記者会見でも韓国への輸出規制が「約束を守らないという中において、今までの
優遇措置は取れない」と発言した。その結果、安倍政権の韓国への輸出規制は、韓国の裁判結
果を反映したと考えることができる。安倍政権の輸出規制強化により、韓国社会の世論におい
ては、日本に対する否定的な認識が生まれるようになった。2019 年度に行った全国の世論調査
において、周辺国家の指導者に対する印象と、日本に対する好感度という点がある。まず、周
辺国家（米国、中国、日本、ロシア、北朝鮮）の指導者の中で、非好感数値が最も高い国家は
日本であった 140。そして、日本の好感度に関して、「好感」と答えたのは 12％であり、「好感
が持てない」と答えたのは 77％であり、民主化以降、韓国人の日本に対する好感度が最も低い
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結果となった。具体的な内容は、以下で分析していく 141。

先に述べたように、韓国内で日本に対する否定的な認識が生じ、日本に関連するすべてを否
定するという韓国人の感覚が見られた。社会的な変化は以下のとおりである。

1 点目は、韓国人が日本関連製品に対して不買を行った点（以下、不買運動）である。韓国
で販売されている日本企業の商品の売上が減るようになった142。そして、日本食を拒否する人々
が増えるようになり、韓国人が経営する和食レストランの売上が下がるようになった 143。

2 点目は、日本を訪問する韓国人が減るようになった 144。日本旅行が、日本経済に良い影響
を与えることだと考え、日本旅行を躊躇する韓国人が多くなった。そして、韓国人の中におい
ては、日本に訪れた韓国人に対して、「売国奴」として罵倒する事例もあった 145。

3点目は、韓国内で反日感情を持つ国民が増え、日本政府に向けての大規模な集会が開かれた。
本事象が生じる以前は、植民地問題に対するデモは、特定集団の参加が多かったが、今回に関
しては、一般の韓国人が自発的に参加し、声を上げる事例が増えた 146。

以上のような社会的変化が生じていたが、文在寅政権は反日感情による韓国人に対し、日本
政府を仲裁する対応をすることはなかった。むしろ、韓国人の反日感情をより刺激したといえ
る対応があった。まず、韓国政府の関係者だった曺

チョ・グク

国民情首席が輸出規制について「韓国の『裁
判の主権』を無視して日本が挑発する『経済戦争』の正否を見定める『韓日外交戦』だ」と主
張した。次に、文在寅政権では、韓国が「国力は請求権協定を締結した時と比べることができ
ないほど成長した」と強調した 147。

韓国人に対して行った世論調査においては、文在寅政権の対日関係に関して 50％が「うまく
やっている」、36％が「うまくやっていない」、14％が「よくわからない」と答えた。つまり、
韓国世論は、文在寅政権の日本との外交関係を支持したといえる 148。

一方、2020 年から COVID-19 事態になり、日本政府は同年 3 月 9 日から韓国人のビザ免除

図 2．1991 年から 2019 年までの日本に対する韓国人の好感度に関するデータ
「일본에 대해 호감이 간다（日本に対して好感を持つ）」は、下の線であり、
「호감이 가지 않는다（好感を持たない）」は、上の線である。
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を停止すると宣言した。韓国政府は日本政府の対応が一方的な決定だと反発し、日本政府と同
じ対応で日本人のビザ免除を停止した 149。これら初期対応（日韓両国のビザ免除を停止した点）
の過程においては、日韓の関係悪化の影響があったといえる。なぜなら、日韓両国におけるビ
ザ免除の停止に関し、事前交渉を行う外交会談がなかった点から明らかである。当時の日韓の
両政府関係悪化が要因だと考える。

6．終わりに

本稿は、韓国人の対日認識の変化に韓国政府が与えた影響を考察した。具体的には、①日本
政府と韓国人との関係を仲裁するため、現在の日韓外交の状況を韓国人に説明した点、②両国
民の移動が自由にできるよう日韓外交会談で要求した点、③日本文化の規制を緩和した点が、

「韓国人の対日認識」に影響を与えたということである。この 3 点に関する具体的な説明は、
以下のとおりである。

1 点目は、韓国政府が現在の日韓外交の状況を韓国人に説明した点において、「韓国人の対日
認識」に影響を与えた点があった。それは、1965 年の日韓協定によって日本政府の立場を尊重
した点である。具体的には、金大中・盧武鉉政権期の韓国政府は、日本政府に対して、植民地
問題に関する「真相究明」を要求したという点である。当時の韓国人の中では、日本政府の植
民地問題に関して再交渉が必要だとする発言があったにもかかわらず、韓国政府は日本政府と
過去に結ばれた協定であるため、再交渉の要求よりも、植民地問題に関する「真相究明」を優
先的に要求した。したがって、当時の韓国政府の対応は、日本との外交関係を尊重しながら、
韓国人の対日認識も意識した行為を行ったといえる。韓国政府は被害者と一部の韓国人が、
1965 年に結ばれた日韓協定の再交渉を要求したが、当時の韓国政府の立場としては難しいとい
う点について説明し、日本政府に真相究明を要求するという状況を説明した。その結果、金大
中・盧武鉉政権期の韓国政府は、日本政府に植民地問題による再交渉を要求せずとも、大きな
問題にならなかったといえる。なぜなら、一部の被害者も当時の韓国政府が努力した点を理解
していたためである。同政権期の韓国政府の努力により、日韓の外交摩擦は目立つことがなかっ
たため、韓国人の対日認識に対する世論調査において、好感度が急激に下がることもなかった。

2 点目は、日韓の両国民の移動を自由にできるよう外交的な対応をしたことが、「韓国人の対
日認識」が変化するという影響を与えた点である。それにより両国国民の移動が増え、韓国人
の対日認識が肯定的に変化したためである。具体的には、先行研究のアンケート調査の検討に
おいても、MZ 世代の韓国人の対日認識が肯定的に変化した点があり、韓国人の自由な訪日が
できるようになり、韓国人の対日認識が肯定的に変化したと論じた。しかし、先行研究では、
2 点における検討が十分にされていないといえる。1 点目は、韓国政府が寄与した点について
は述べられていない点である。2 点目は、韓国人の訪日数値の検討も踏まえたものではない点
である。したがって、本研究においては、①韓国人の訪日数値も含めた確認を行った。韓国人
の自由な訪日ができるようになった点は、金泳三政権から日本人の訪韓のビザを免除したため、
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日本政府も韓国人の訪日ビザを免除する対応を積極的にできるようになった。②韓国人の訪日
数値を韓国の法務部資料から確認した。数値において、MZ 世代の韓国人だと認知される年齢
の訪日数値が高かった。したがって、韓国人の訪日数値からも、MZ 世代の方が日本に対する
反感が少ないと考えることができる。

3 点目は、韓国政府の日本文化の規制の緩和が「韓国人の対日認識」に影響を与えた点である。
日本文化の規制緩和は、金大中政権から本格的に始まった。その結果、上述 MZ 世代の韓国人
が日本に対し否定的な認識を持つという数値が高くなかった点において、先行研究が確認した
アンケートにおいても、日本文化を経験したという点が要因であったと確認できる。このよう
な背景について先行研究から、MZ 世代の韓国人が日本文化を多く経験した点があり、訪日し
た経験が多かったという点を確認することができた。その一方、本稿においては、韓国政府の
日本文化の規制緩和が日韓関係の影響に与えたという点について、先行研究と異なる部分につ
いても確認した。それは、日本の韓流ブームで、韓国人の対日認識に変化を与えたという点で
あった。具体的には、韓国政府は、韓国社会の文化産業を世界でも通じるものとするため、日
本文化コンテンツ輸入に関する規制を緩和し、韓国社会の文化コンテンツ産業に刺激を与える
ことを行った。その結果、韓国社会の文化コンテンツ産業に影響を与え、日本を含む海外でも、
韓国文化コンテンツを楽しめるようになった。特に、日本の世論調査においては、韓国に対す
る好感度が上がる際には、日本社会で韓流ブームがあった時期と重なっており、韓国において
2011 年で行った世論調査は、韓国人の日本に対する好感度の数値が上がった時期と、日本の韓
流ブームが起きた時期が重なっていた。したがって、日本の韓流ブームも、「韓国人の対日認識」
における好感度が上がった要因になる可能性があるといえる。

上述 3 点以降においては、李明博政権で、韓国政府の植民地問題の対応に不満を持った韓国
人が、以前の政権と比べた際に、同政権の対応が積極的だと認識しない際には、「韓国人の対
日認識」が悪化した。まず、1965 年の日韓交渉で植民地問題に対する外交的交渉が終わったと
認識している日本政府の立場を無視する行為を行った点にあった。その行為は、慰安婦問題が
未解決だと主張しながら、領土問題を利用して、日本政府を刺激するという対応であった。以
後、日本政府関係者も、韓国の立場を無視する対応を行い、その対応に対して韓国側が敏感に
反応することとなった。このような対応を確認した「韓国人の対日認識」は否定的に変化した
が、李明博政権から韓国政府の「韓国人の対日認識」改善のための対応はなかった。

一方、歴代韓国政府の対日外交政策を総括的に比較すると、民主化時代の韓国政府は、日韓
の外交関係のため「韓国人の対日認識」を重視していた。しかし、李明博政権からの韓国政府
では、「韓国人の対日認識」を好転的に変化させる政策は見当たらなかった。同政権以前にお
いては、日本人のビザ免除および韓国人の訪日ビザ免除要求、韓国内の対日文化規制緩和など
があったが、李明博政権から韓国人自信が認識しうる「韓国人の対日認識」を好転させること
を主眼とする対日外交政策を確認することはできなかった。つまり、「韓国人の対日認識」に
よい影響を与える政策という観点では、全韓国人が認識しうる対日外交政策を模索することも
重要ではなかったのだろうか。
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以上、本稿では韓国政府の「韓国人への対日認識」に影響を与えた点、および日韓関係に影
響を与えた論考してきた。ただし、本研究では未だ分析が不十分な点が存在する。1 点目は、
先行研究において、日本社会の韓流ブームによって自国家の文化のプライドが高くなり、対日
認識が大きく変わったという主張があり、その具体的な事例を確認できる資料の確保が不十分
となった。2 点目は、李明博政権から韓国政府がなぜ「韓国人の対日認識」に影響を与える政
策を行っていなかったのかという要因に対する検討が不十分であるといえるため、これらにつ
いては、今後の筆者の課題にしたい。
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